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兵庫県条例第  号 

   太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例の一部を改正する条例 

 太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例（平成29年兵庫県条例第14号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条中「居住環境」の右に「、自然環境」を加える。 

 第５条に次の１項を加える。 

４ 設置者は、太陽光発電施設等の廃止後においても、地域環境との調和を図るために必要な措置を

行わなければならない。 

 第５条の次に次の１条を加える。 

 （設置禁止区域） 

第５条の２ 次に掲げる土地の区域は、事業区域としてはならない。 

(1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第39条第１項の災害危険区域 

(2) 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項の地すべり防止区域 

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の急傾斜

地崩壊危険区域 

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第

９条第１項の土砂災害特別警戒区域 

２ 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

(1) 事業区域及びその周辺の地域の状況等により明らかに当該地域の居住者等に安全上又は避難上

の支障を及ぼすおそれがない場合として規則で定める場合 

(2) 前項各号に掲げる土地の区域の変更により事業区域の全部又は一部が同項各号に掲げる土地の

区域内にあることとなる前に太陽光発電施設等の設置に係る工事（当該設置に伴う木竹の伐採又

は切土若しくは盛土を行う工事を含む。）に着手した場合 

 第６条第２項第１号中「及び事業区域内の緑地の保全」を削り、同項中第５号を第６号とし、第４

号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

 (4) 太陽光発電施設等の設置に係る自然環境の保全に関する事項 

第７条第１項中「次条第１項」を「第８条第１項」に改め、同項第１号中「施設」の右に「（以下「太

陽光発電施設」という。）」を加え、同条の次に次の３条を加える。 

（設置の許可） 

第７条の２ 設置者は、次の各号のいずれにも該当する太陽光発電施設を設置しようとするときは、

あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。 

 (1) 事業区域の面積が5,000平方メートル以上のもの 

(2) 事業区域に森林法（昭和26年法律第249号）第５条第１項に規定する地域森林計画の対象となっ

ている民有林の区域を含むもの 

(3) 設置工事に伴い、事業区域に含まれる民有林において切土又は盛土をする土地の面積が3,000

平方メートルを超えるもの 

２ 前項の許可を受けようとする者は、設置工事に着手する日の60日前までに、規則で定めるところ

により、事業計画を記載した申請書に近隣説明実施記録を添えて、これらを知事に提出しなければ

ならない。 

３ 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る太陽光発電施設が第６条

第２項第２号に掲げる事項その他の災害の防止に関して必要な基準として知事が別に定める基準に

適合していると認めるときでなければ、第１項の許可をしてはならない。 



（ 2 ／ 4） 

 
４ 第１項の許可には防災上必要な条件を付することができる。 

５ 第２項の申請書を提出した者は、前条第１項の規定による届出をした者とみなす。 

 （変更の許可） 

第７条の３ 前条第１項の許可を受けた者は、設置工事の着手予定日等の変更をしようとするときは、

あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、設置工事に着手する日の30日前までに、規則で定めるところ

により、事業計画を記載した申請書に近隣説明実施記録を添えて、これらを知事に提出しなければ

ならない。 

３ 前条第３項及び第４項の規定は、第１項の許可について準用する。 

４ 第２項の申請書を提出した者は、第７条第３項の規定による届出をした者とみなす。 

 （設置の許可の取消し等） 

第７条の４ 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の施行に必要な限度にお

いて、第７条の２第１項若しくは前条第１項の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その

条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により第７条の２第１項又は前条第１項の許可を受けた者 

(2) 第７条の２第４項（前条第３項において準用する場合を含む。）の許可に付した条件に違反し

ている者 

(3) この条例の規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知って、当該違反に係る太陽

光発電施設を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る太陽光発電施設を使用する

権利を取得した者 

第８条第１項中「前条第１項」を「第７条第１項」に、「又は」を「若しくは」に改め、「届出」の

右に「又は第７条の２第１項若しくは第７条の３第１項の許可の申請」を加え、同条の次に次の１条

を加える。 

 （知事の定める法令等の事前手続） 

第８条の２ 設置者は、森林法第10条の２第１項又は宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律

第191号）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項若しくは第35条第１項の許可の申請その他規

則で定める法令等の手続を、第７条第１項、第３項若しくは第４項の規定による届出又は第７条の

２第１項若しくは第７条の３第１項の許可の申請をする前に行わなければならない。 

第９条の見出しを「（工事完了等の届出）」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 第７条第１項の規定による届出をした者は、当該設置工事を廃止したときは、遅滞なく、規則で

定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。 

 第12条の見出しを「（報告の徴収及び立入検査）」に改め、同条に次の３項を加える。 

２ 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業区域その他太陽光発電施設等の

設置に係る場所に立ち入り、太陽光発電施設等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者

に対し質問させることができる。 

３ 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった

ときは、これを提示しなければならない。 

４ 第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 第13条第１項中「第７条第１項」の右に「（第７条の２第５項の規定により届出があったとみなさ

れる場合を含む。）」を、「第３項」の右に「（第７条の３第４項の規定により届出があったとみな

される場合を含む。）」を、「とき」の右に「又は第５条の２第１項若しくは第８条の２の規定に違

反するとき」を加え、同条第２項中「前条」を「前条第１項」に改める。 
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 第14条第１項第２号中「第12条」を「第12条第１項」に、「又は」を「若しくは」に改め、「とき」

の右に「又は同条第２項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳

述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の

１号を加える。 

(3) 事業区域における土砂の流出その他の災害の発生を防止するため必要があると認めるとき。 

第14条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項

を加える。 

２ 前条第３項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。 

第14条の次に次の１条を加える。 

（措置命令） 

第14条の２ 知事は、事業区域における災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、

第７条の２第１項又は第７条の３第１項の許可を受けた設置者又は当該許可に係る太陽光発電施設

の管理者に対し、土砂の流出その他の災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命

ずることができる。 

２ 知事は、第７条の２第１項若しくは第７条の３第１項（第10条第１項においてこれらの規定を準

用する場合を含む。）の規定に違反して設置工事を行った者に対し、当該設置工事を停止し、太陽

光発電施設を撤去し、又は災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることが

できる。 

３ 知事は、前条第１項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に係る措置を行

わなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付け

て、その勧告に係る措置を行うべきことを命ずることができる。 

４ 第13条第３項の規定は、前３項の規定による命令について準用する。 

 第16条中「第７条」の右に「、第８条」を加え、「及び第20条」を「、第22条及び第23条（これら

の規定のうち第７条の２第１項各号のいずれにも該当する太陽光発電施設に係る部分を除く。）」に

改める。 

 第20条中「前条」を「第19条から前条まで」に、「同条」を「各本条」に改め、同条を第23条とす

る。 

 第19条の見出しを削り、同条中「又は」の右に「これらの届出に添付する」を加え、同条を第22条

とし、第18条の次に次の見出し及び３条を加える。 

 （罰則） 

第19条 第14条の２第１項又は第２項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に

処する。 

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

(1) 第７条の２第１項又は第７条の３第１項（第10条第１項においてこれらの規定を準用する場合

を含む。）の規定に違反して、太陽光発電施設等を設置した者 

(2) 偽りその他不正な手段により第７条の２第１項又は第７条の３第１項（第10条第１項において

これらの規定を準用する場合を含む。）の規定による許可を受けた者 

(3) 第７条の２第４項（第７条の３第３項において準用する場合を含む。）の規定により付した条

件に違反した者 

第21条 第14条の２第３項の規定による知事の命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。 

 附則第８項中「第19条及び第20条」を「第22条及び第23条」に改める。 

   附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和６年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例（以下「改正後の条

例」という。）第５条の２の規定は、令和６年10月１日以後に改正後の条例第７条第１項に規定する

設置工事又は改正後の条例第10条第１項に規定する増設等工事（以下「設置工事等」という。）に着

手する太陽光発電施設等について、適用する。 

３ 改正後の条例第７条の２第１項、第７条の３第１項、第８条の２及び第９条第２項（改正後の条

例第10条第１項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）並びに第14条第１項（同項第３号に

掲げる部分に限る。）及び第14条の２第３項の規定は、令和６年12月１日以後に設置工事等に着手す

る太陽光発電施設等について、適用する。 

４ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部改正） 

５ 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例（平成11年兵庫県条例第53号）の一

部を次のように改正する。 

本則の表83の３の部(1)中「もの」の右に「及び条例第16条の規定による太陽光発電施設等の規模

又は能力の下限を定めた区域における条例第７条の２第１項各号のいずれにも該当する太陽光発電

施設等に係るもの」を加え、「(8)」を「(16)」に改め、同部(9)中「係るもの」の右に「及び条例第

16条の規定による太陽光発電施設等の規模又は能力の下限を定めた区域における条例第７条の２第

１項各号のいずれにも該当する太陽光発電施設等に係るもの」を加え、同部(9)を同部(17)とし、同

部中(6)から(8)までを(14)から(16)までとし、同部(5)中「第14条」を「第14条第１項」に改め、「及

び公表」を削り、同部(5)を同部(9)とし、同部(9)の次に次のように加える。 

(10) 条例第14条第２項の規定による意見の聴取に関する事務 

(11) 条例第14条第３項の規定による公表に関する事務 

(12) 条例第14条の２第１項から第３項までの規定による命令に関する事務 

(13) 条例第14条の２第４項の規定による意見の聴取に関する事務 

 本則の表83の３の部中(4)を(8)とし、(3)を(7)とし、同部(2)中「第12条」を「第12条第１項」に

改め、同部(2)を同部(5)とし、同部(5)の次に次のように加える。 

(6) 条例第12条第２項の規定による立入検査に関する事務 

 本則の表83の３の部(1)の次に次のように加える。 

(2) 条例第７条の２第１項及び第７条の３第１項（条例第10条第１項においてこれらの規定を準

用する場合を含む。）の規定による許可に関する事務 

(3) 条例第７条の２第４項（条例第７条の３第３項及び第10条第１項において準用する場合を含

む。）の規定による条件の付与に関する事務 

(4) 条例第７条の４（条例第10条第１項において準用する場合を含む。）の規定による許可の取消

し等に関する事務 


